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やながせ保育園 大津みやび野分園 

地域子育て支援拠点事業 

  

 

 

 

◎にこにこランド、ふれあいランドは申込みをされた方を対象とした活動です。 

◎やながせひろばについてのお問合せやイベントの申込みは、大津みやび野分園までお電話下さい。

(電話受付時間 9：00～16：00)  

◎姫路市に警報（暴風・大雨・洪水）が発令された場合、ひろばのイベントは中止となります。 

◎感染症の流行状況によっては、やながせひろばの開催を変更または中止させて頂く場合があります。 

※変更や中止についてはホームページや Instagram などでお知らせします。  

◎発熱や風邪症状がある場合は、利用を控えて下さい。 

 

 

月 火 水 木 金 

2 3 4 5  
にこにこランド 

(こあら) 

「はじめまして」 

6 

9 
にこにこランド 

（ひよこ） 

「はじめまして」 

10 
にこにこランド 

（うさぎ） 

「はじめまして」 

11 
ふれあいランド 
「カレンダー作り」 

(第二姫路・勝原ホーム) 

12 
にこにこランド 

(こあら) 

「クリスマス」 

13 ※予約不要 

『園庭で 

あそぼう』 

 

※会員のみ 

ほっとな会 
「アロマクラフト教室」 

16 ※要予約 

『親子で 

  英語遊び』 

17 
にこにこランド 

(うさぎ) 

「クリスマス」 

18 19 ※予約不要 

『公民館 

   であそぼう』
(勝原公民館) 

20 ※要予約 

『あかちゃん 

      Ｄａｙ』 
(午前中のみ) 

23 
にこにこランド 

(ひよこ) 

「クリスマス」 

24 25 ※要予約 

『中高生 

 ふれあい体験』 

26 
 

 

育児相談のみ 

27 

 
 

育児相談のみ 

やながせ ひろば  

12 月の予定 

開 所 日    月～金曜日（祝日除く） 

開 所 時 間   8:30～16:30 

電 話 番 号   079-236-3100 

ホームページ  http://yanagase-hoikuen.jp/ 



『 出張！やながせひろば 』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 親 子 で 英 語 遊 び 』 （定員 6組） 

クリスマスをテーマに親子で英語に触れてみませんか？ 

★ 日 時…12 月 16 日(月) 10：00～10：45 

★ 場 所…大津みやび野分園 子育て支援室 

★ 対象年齢…2 歳児（令和 6 年 4 月 2 日現在で 2 歳）以上の未就園児とその保護者 

★ 講 師…「Park Street English School」Mari 先生 

子育て支援室 Instagram

です。子育て支援室の様子

や、イベントの情報等を発

信しています。チェックして

みて下さい！      

 
  

< 子育て支援室の開放 > 
大津みやび野分園の子育て支援室を開放しています。 

部屋にあるおもちゃで自由に遊べます。 
 

〇時  間…9：30～12：00 13：00～15：30 

〇人  数…5 組まで 

〇利用方法…電話予約（月～金曜日）受付（9:00～16:00） 

※20日(金)午前中の『あかちゃん Day』はおすわりまでの赤ちゃんと

その保護者が対象です。おしゃべりをして過ごしませんか？ 

  『 中高生ふれあい体験 』  

                                     (定員 4名 ※先着順) 

中高生の皆さん、園児とふれあう体験をしてみませんか？ 

〇 日  時…12 月 25 日(水) 10：00～11：00 

〇 場  所…大津みやび野分園 子育て支援室 

〇 対  象…中学生・高校生 

〇 内  容…園児と一緒に遊んだり絵本を読んだりしてふれあう 

体験をします。 

〇 申込方法…電話又は Instagram DM よりお申込み下さい。 

～公民館であそぼう～ 

〇日 時…12 月 19 日(木) 10:00～11：15 

〇場 所…勝原公民館 ２階 

（住所：姫路市勝原区宮田 489-3） 

〇対 象…未就園児のお子さんとその保護者 

～園庭であそぼう～ 

〇日 時…12 月 13 日(金) 10:00～11：00 

〇場 所…やながせ保育園 園庭 

（住所：姫路市勝原区下太田 571） 

〇対 象…未就園児のお子さんとその保護者 


